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弁護士 河野壮登

弁護士

第 1 令和 4年 5月 19日 付け原告準備書面 (2)に対する反論

原告は、本件施設設置許可は、自然破壊、公園機能の破壊を招 く旨主張

している。

しか し、二重県の鈴鹿市に対する本件許可処分は、鈴鹿青少年の森公園

全体面積約 50万ゴのうち、 49, 903ゴ であり、全体か らみると、

10%の面積に過ぎず、公園の機能・景観が損なわれるとは到底考えら

れない。

また、本件施設は、芝生広場などの主要な公園施設が設置されていない

区域内に設置される予定であり、支障となる駐車場や園路は同等以上の

代替施設で復旧される計画であることから、本件施設の配置は、公園の

効用を全うするうえで支障となるものではない。むしろ、公園内のサッ

カー場施設設置により、幅広い世代の県民がスポーツに親しむことがで

きる場としての活用、公園周辺に位置する鈴鹿サーキット等との連携に

より公園全体の賑わいを創出することができ、災害時に避難地として活

用される効能などが期待され (乙 11、 3枚 日、 165頁 )、 公園の持つ

機能を更に充実させるものである。

なお、建設にあたっては、開発行為対象地に生育する希少野生植物等に

ついては、移植を行うとともに移植先である湿地の保全には細心の注意

を払うこととなっている。

2 原告は、本件施設設置許可は、公園利用者を犠牲にして一営利業者アン

リミテッドの利益を図る不合理で公正を欠く政策である旨主張 している。

しか し、本件施設は、行政が主体的に利活用に取 り組む施設 として、鈴

鹿市に対 し設置等 を許可 したものであ り、営利 目的の施設には当たらな

い。鈴鹿市は、本件施設をサ ッカーをはじめとするスポーツ振興や地域

活性化など、賑わいと交流の拠点 として一般の利用に供する複合的な機

能を組み合わせた多機能複合型交流施設 として、サ ッカー以外の文化イ

ベン トの開催や、避難所など防災面での活用 (乙 12、 4枚 日、53頁 )、

積極的な地域への施設の開放などの実施 を検討するとしている (乙 10、

3枚 目、 31頁 )。

3 原告は、本件施設設置許可は、公園利用者に諮らず、県議会にも諮らず、
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民主的政策決定の手順を踏まずに独断で決定した旨主張している。

しかし、本件施設設置許可は、都市公園法第 5条に基づく許可処分であ

り、公園利用者に設置の肯否を諮ったり意見を聴取する手続を法的に必

要とされているものではなく、また、地方自治法上、議会の議決を要す

る事項ではない (地方自治法第 96条 )。
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